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現行農業共済制度の
問題点等

○自然災害による収量減少を対
　象とし、価格低下等は対象外
○対象品目は収量を確認できる
　ものに限定されており、農業
　経営全体をカバーしていない
○加入単位も品目ごとになってお
　り、農業経営全体を一括して
　カバーできない
○耕地ごとの損害査定を基本

他方、農業の成長産業化を図る
ためには、自由な経営判断に基
づき経営の発展に取り組む農業
経営者を育成する必要

収入保険制度
農業経営全体を対象としたセー
フティーネット

品目の枠にとらわれずに、農業
経営者ごとの収入全体を見て
総合的に対応し得る保険制度

収益性の高い新規作物の
生産や新たな販路の開拓
等にチャレンジする農業経
営者の意欲的な取り組み
を促進

・ 原則として全ての農業経営品
   目を対象
・ 価格低下も含めた収入減少
   を補てん
・ 農業経営全体として加入
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　収入保険制度が平成 31年１月から始まります。異常

気象や価格の低下による収入の減少は、農業者の生

活を圧迫するだけでなく農業経営にも影響を及ぼしま

す。新たに始まる収入保険制度について理解を深め、

農業経営に上手に活用しましょう。

農業経営の万一に！！
平成３１年から
収入保険制度が始まります 

特集
３
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３２年

確定申告後（３月～６月） １月～１２月（税の収入の算定期間） １２月末 １０月～１１月

加入申請保険料・積立金
の納付

保険金・特約補てん金
の請求・支払 保険期間

３１年 ３０年

○確定申告（青色申告）を行い、
　保険金・特約補てん金を請求

〈 提出書類 〉
 ・保険期間の収入金額実績申告
    書等

 ・ 保険期間の税務申告書類の写し
　そのほか、事業消費や在庫がある場合
　は、事業消費帳簿、棚卸表を提出

災害発生から補てん金の支払い
までの資金繰りに対応するため、
無利子でつなぎ融資を実施

○適切に営農・販売を行うととも
    に、以下の取り組みを実施
 ・  農作業日誌、農産物の販売に
    関する帳簿等の記帳・保存
　（通常作成しているもので可）
 ・  数量減少が見込まれる場合の
    事故発生の通知（連絡）
　（連絡のみでも可。その場合、保険金請求
　  時に書類を提出。価格低下については、提出
　  不要）
その他
 ・営農計画を変更する場合の申請
 ・事業消費がある場合の「事業消費帳簿」（税
　務関係書類として作成しているもので可）の記帳
 ・保存

○保険料・積立金の算定に必要
　な加入申請書等を提出

〈 提出書類 〉
 ・加入申請書、過去の収入金額
    申告書、補助フォーム、農業経
    営に関する計画（保険期間の営
    農計画、収入試算、経営目標）等

 ・ 過去の税務申告書類の写し
※加入申請の年分の収入金額は、保険期
　間開始後に提出

保険料・積立金を納付
※分割支払いも可（納付期限は
　保険期間の８月末）
※積立金について、２年目以降の
　納付期限は保険期間の８月末

１００％減

９０％減

８０％減

７０％減

６０％減

５０％減

４０％減

３０％減

２０％減

保険期間の
収入減少の程度 補てんの状況

８１％まで回復

８２％まで回復

８３％まで回復

８４％まで回復

８５％まで回復

８６％まで回復

８７％まで回復

８８％まで回復

基準収入の８９％まで回復

加
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

１年

２年

３年

４年以上（注）

基準収入の７０％

基準収入の７５％

基準収入の７８％

基準収入の８０％

加入申請時の
青色申告の実績

保険方式の
補償限度額の上限

〈補償限度額の上限〉
加入時に青色申告の実績が５年未満の場合

任意で加入できます。
　ただし、国の類似制度と併せて
加入することはできません。どち
らか一方を選択して加入します。

収入保険制度に関するお問い合わせ 営農組織や生産部会への説明会、個別相談も行います。詳しくはお問い合わせください。
ＮＯＳＡＩ岩手　磐井地域センター　収穫共済課　☎２３－３０７２　担当：小野寺・岩渕

基準収入

保険期間の収入

保険方式で補てん

積立方式で補てん

自己責任部分

農業者ごとの
過去５年間の農業収入

過去５年間の平均収入
（５中５）を基本
規模拡大など、保険期間の
営農計画も考慮して設定

支払率（９割を上限として選択）

１００％

９０％

８０％

注）５年以上の青色申告実績がある者の場合

収
入
減
少 （　　　　　　　　　 ）保険方式＋積立方式

の補償限度額の上限

（　　　　　　　  ）保険方式の補償
限度額の上限
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〈収入減少の程度に応じた補てんの状況〉
〈収入保険制度の補てん方式〉

（注）補償限度を９割、支払い率を９割とした場合

（注）保険期間開始後に得られる加入申請の
　　  年分の実績と併せて５年以上となる

※ただし、青色申告のうち現金主義による所
　得計算の特例を受けている者は対象外
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青色申告を始めよう！
　青色申告は、自分の経営を客観的につかむための重要なツールです。青色申告には、正規の簿記と簡易
な方法があります。税制上のメリットもありますので、早速、取り組んでみましょう。

必要書類
正規の簿記（複式簿記）

仕訳帳、総勘定元帳、損益計算書、
貸借対照表など

６５万円を所得から控除可能

青色申告者と生計を一にする１５歳以上の親族で、もっぱら農業に従事している場合（６カ月以上）、
支払った給与が労務の対価として適正な金額であれば、全額必要経費に算入できます。

１０万円を所得から控除可能

簡易な方法

主なメリット

正規の簿記までは求めないが、白色申
告では求められていない、現金出納帳、
売掛帳、買掛帳、固定資産台帳を整備
し、日々の取り引きを残高まで記帳

青色申告の特別控除

専従者給与の必要経費算入

青色申告を始めるには？

個人の場合、３月１５日まで
に、最寄りの税務署に「青
色申告承認申請書」を提出
する必要があります。この申
請を行えば、その年分の所
得から、青色申告を行うこと
ができます。

※青色申告については、
ＪＡいわて平泉で相談や
記帳代行サービスを行っ
ています。



25 2018.1  KOSHERU こしぇる KOSHERU こしぇる  2018.1 24

まかせて安心！！ ＪＡ会計記帳代行
～ＪＡ農業経営管理支援事業～

　ＪＡいわてグループでは、農業者の皆さんの所得向上と生産拡大を応援するため、簿記記帳・決算
書作成の代行を行っています。平成３１年から始まる、収入保険制度の加入要件は青色申告を５年間
継続している農業者を基本としています。ただし、加入申請時に青色申告の実績が１年以上あれば
加入できますので、ぜひこの機会にＪＡ農業経営管理支援事業を活用し青色申告をしてみませんか？

主な代行事務
○各種会計帳簿の作成・保存
　農家の皆さんの経理データをＪＡの専用システムに入力します。
○決算書類の作成
　白色・青色申告双方に適用可能です。

○日常の煩雑な簿記記帳から解放され、その他の営農管理に専念できます！
○青色申告特別控除（最大６５万円）の特典により、住民税・国民健康保険税の節約につながります！
○経営や税金の悩みなど、ＪＡスタッフや税理士に気軽に相談できます！
○ＪＡ総合事業による各種提案など、経営発展を目指すための支援を受けることができます！

ＪＡ農業経営管理支援を利用する場合の要件（農家が行うこと）
●利用料金のご負担（下表参照）
●前年度の確定申告書など必要書類の提出

●現金出納帳（ＪＡ取引以外）等の提出（原則毎月)
●定期面談等への出席（年４回／６／１１／１２／２月）

メ リッ ト

お問い合わせ先 　 ＪＡ営農振興課　☎２３－９１７６（西部）　☎７５－３３１１（東部）

ＪＡ農業経営管理支援　利用料金
項 　 目 支 援 内 容 年間利用料金（税別）

複数記帳管理加算
（選択）

会計記帳代行基本

飼養家畜管理加算

消費税本則管理加算

医療費集計管理加算
（選択）

＋２，０００円

(  　  　　　　　　　　　)前年度に提出した領収書
等の枚数が３０枚まで

＋５，０００円

(  　  　　　　　　　　　)前年度の農業総収益が
1千万円(税込)未満

(  　  　　　　　　　　　)前年度末の飼養家畜頭
数１０頭まで

(    　　　　　　　　)前年度の総収益が
５００万円以下

＋５，０００円

＋５，０００円
(  　　　　　　　　　　  )青色専従者等が５人まで

＋１０，０００円

３５，０００円

(  　  　　　　　　　　　)前年度の農業総収益が
1千万円(税込)未満

源泉事務代行基本
（選択）

青色専従者給与または雇人費の源泉徴収事務（支払い給与・賞与・控
除情報の登録、税額計算、源泉徴収簿・納付書の作成など）の支援

農業以外の事業または不動産事業に関する会計帳簿の作成および
決算資料の作成

飼養家畜管理（育成費用または期末棚卸・減価償却資産の評価
計算など）の支援

農業経営に関する会計帳簿および決算書（所得税の白色および青
色申告に対応可）の作成、経営分析および診断（システム汎用版
の分析帳票類の配布・説明など）の支援

消費税課税取引区分管理（勘定科目・消費税率ごとの取り引き区
分の検証・入力管理など）の支援

医療費の集計管理（通常の支払い医療費の個人・病院別集計ほか、
セルフメディケーション医薬費の集計など）の支援

※1税務申告書等作成費用は別途かかります
※2上記に該当しない場合は、下記お問い合わせ先へご連絡ください

特集３.  農業経営の万一に！！
　　　　 平成３１年から収入保険制度が始まります


